
気仙地区危険物安全協会 会報 第１５５号 令和２年 ９月 １日発行

移動タンク貯蔵所安全弁点検を１０月１３日(火)に大船渡市防災センターに

おいて実施する予定です。移動タンク貯蔵所は、消防法第１４条の３の２により

年１回以上点検をし、その結果を点検記録表に記録保存することとなっています。

移動タンク設置事業所は、是非点検されるようお願いします。

令和２年度危険物取扱者保安講習が１０月２１日（水）に大船渡市民文化会館「大ホール」において実施されます。

本年度の受講義務者（すでに受講申し込みされた方）は、忘れずに受講されますようお願いいたします。

また、８月１７日で申し込み受付は終了しましたが、本年度受講義務者でまだ申込みされていない方は、(一社)岩

手県危険物安全協会連合会（☎０１９－６５４－３９９１）へお問い合わせ下さい。

危険物取扱者試験日 令和３年１月２３日(土）《大船渡市》

願書受付期間 令和２年１１月２０日(金)～１１月２７日(金）

願書の取りまとめについて

１１月２６日(木）までに持参した分については、一括送付します。（気仙地区危険物安全協会会員に限り）

※１１月２７日(金)以降に持参した分については、各自郵送となりますのでご了承下さい。

『準備講習会』(県協会主催)

１ 開催日及び会場

令和２年１２月１６日(水)、１７日(木) 奥州市文化会館 １階展示室 (奥州市水沢佐倉河字石橋４１）

令和２年１２月２２日(火）、２３日(水）(公財)岩手県高校教育会館 ２階小・中会議室

（盛岡市志家町１１－１３）

２ 時 間 ９時～１２時、１３時～１６時

３ 受 講 料（テキスト含む）

会員事業所・学生 １０,０００円

非会員事業所 １５,０００円
４ 申込期限 令和２年１２月７日(月)まで

※準備講習会の申込用紙は、気仙地区危険物安全協会にあります。

※テキストをご希望の方は、気仙地区危険物安全協会にて販売いたします。 乙種第４類 １,８００円
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令和２年度の事業として、危険物の事故防止を目的とした「危険物事故防止啓発マグネットシート」を１０月頃に

に配布しますので、各会員事業所においてご活用いただきますようお願いいたします。

移動タンク貯蔵所を所有している危険物取扱者が、従業員（無資格者）に単独で移動タンク貯蔵所により危険物を

移送するよう指示し走行させたところ、衝突横転及び危険物の流出事故を発生させた。事故後の調査及び関係者の供

述録取から、危険物取扱者に係る法令違反の事実が複数判明した。

違反事項として、所有する移動タンク貯蔵

所（車両部分）の無許可変更、保安講習未受

講及び危険物取扱者の不乗車により１２点、

事故による付加点数として危険物の流出及び

運転手である従業員の負傷で１２点となり、

違反する点数の合計は２４点となった。

今回の措置点数により過去３年以内の違反点

数の合計が２０点を超えたことにより、返納命

令を受けることとなった。

違　反　事　項 点数
違　反

点数等

製造所等の無許可変更 ３

１２保安講習未受講 ４

危険物取扱者の不乗車 ５

付加点数
(事故の点数)事故の程度が大 ６

１２
(人身事故の程度)軽傷 ６

過去３年以内の違反点数等の合計 ２４


